
一
、
は
じ
め
に

今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
、
東
広
島
市

（
以
下
「
本
市
」
と
い
う
。）
が
施
行
す
る

治
水
対
策
事
業
に
必
要
な
土
地
の
取
得

に
お
い
て
、
登
記
簿
の
表
題
部
の
み
に
所

有
者
が
記
載
さ
れ
て
い
る
共
有
地
名
義

（
表
題
部
の
所
有
者
に
「
共
有
地
」
と
記

載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
「
三
文
字
」
と
い

う
。
三
文
字
と
は
、
共
有
地
が
漢
字
３
文

字
と
い
う
こ
と
で
、
本
市
等
で
言
わ
れ
て

い
る
俗
称
。）
の
た
め
池
用
地
を
、「
表
題

部
所
有
者
不
明
土
地
の
登
記
及
び
管
理

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
活
用
し
て

変
則
型
登
記
（
表
題
部
所
有
者
の
氏
名
・

住
所
が
正
常
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
登

記
）
を
解
消
し
た
上
で
、
本
市
が
寄
附
に

よ
っ
て
用
地
取
得
を
行
っ
た
事
例
の
紹
介

で
す
。

二
、
法
律
の
ポ
イ
ン
ト

「
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
登
記
及

び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
が
改

正
さ
れ
、
登
記
官
が
探
索
を
行
っ
て
も
、

な
お
所
有
者
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
土
地
に
つ
い
て
、
適
切
な
管
理
を

可
能
と
す
べ
く
、
新
た
な
財
産
管
理
制

度
（
裁
判
所
の
選
任
し
た
管
理
者
に
よ
る

管
理
）
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。（
令
和
２

年
11
月
１
日
施
行
）

三
、
た
め
池
の
状
況

広
島
県
は
、
約
１
万
９
０
０
０
箇
所
の

た
め
池
が
あ
り
、
こ
れ
は
全
国
第
２
位
の

箇
所
数
で
あ
り
、
本
市
に
は
約
４
０
０
０

箇
所
の
た
め
池
が
あ
り
、
広
島
県
１
位
の

箇
所
数
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、

人
家
等
に
影
響
が
あ
る
「
防
災
重
点
た

め
池
」
は
、
令
和
３
年
５
月
時
点
で
約

１
６
０
０
箇
所
あ
り
、
現
在
も
調
査
中
で

す
が
、
最
終
的
に
は
約
２
０
０
０
箇
所
に

な
る
見
込
み
で
す
。
た
め
池
の
土
地
所
有

者
は
、
小
規
模
の
た
め
池
に
つ
い
て
は
個

人
名
義
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で

す
が
、
中
・
大
規
模
の
た
め
池
は
、
共
有

地
（
三
文
字
）
や
行
政
が
所
有
し
て
い
る

ケ
ー
ス
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

市
街
地
近
郊
に
は
貯
留
量
１
万
㌧
の
た
め

池
が
点
在
し
て
い
ま
す
が
、
開
発
が
進
み

農
地
が
住
宅
に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
状
況

で
あ
り
、
多
く
の
た
め
池
の
管
理
者
及
び

農
地
の
所
有
者
（
水
利
権
者
）
が
不
明

と
な
っ
て
い
ま
す
。

四
、
本
市
の
流
域
治
水
対
策
の
取
組
み

本
市
の
流
域
治
水
対
策
は
、
国
の
施

策
に
基
づ
き
、
治
水
計
画
を
「
気
候
変

動
に
よ
る
降
雨
量
の
増
加
な
ど
を
考
慮
し

た
も
の
」
に
見
直
し
、

氾
濫
域
を
含
め
て
一
つ
の
流
域
と
し
て

捉
え
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
、

①�

氾
濫
を
で
き
る
だ
け
防
ぐ
、
減
ら
す

対
策

②
被
害
対
策
を
減
少
さ
せ
る
た
め
の
対
策

③�

被
害
の
軽
減
、
早
期
復
旧
・
復
興
の
た

め
の
対
策
を
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
一
体
で

多
層
的
に
進
め
る
こ
こ
と
し
、
河
川
区

域
の
護
岸
改
修
や
浚
渫
だ
け
で
な
く
、

集
水
域
（
森
林
・
ダ
ム
・
た
め
池
の
事

前
放
流
）
の
取
組
み
や
ソ
フ
ト
対
策

等
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
者
で
取
組
む
「
流

域
治
水
対
策
」
等
を
進
め
て
い
ま
す
。

た
め
池
の
治
水
利
用
と
し
て
、
利
水
た

め
池
に
つ
い
て
は
、
出
水
期
に
事
前
放
流

を
水
利
権
者
に
依
頼
し
、
ま
た
、
利
水

利
用
が
な
く
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
廃
止

た
め
池
」
は
、
新
た
な
補
修
や
整
備
を
し

て
雨
水
貯
留
施
設
と
し
て
活
用
す
る
こ
と

を
検
討
し
て
い
ま
す
。

五
、
事
業
の
概
要
及
び
目
的

管
理
者
不
明
と
な
っ
て
い
る
た
め
池

で
、
低
水
位
管
理
が
行
な
え
な
い
た
め
池

に
つ
い
て
は
、
決
壊
の
恐
れ
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
大
雨
の
時
に
緊
急
的
な
安
全
対

策
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
東
広

島
市
の
ハ
ー
ド
対
策
と
し
て
、
地
域
で
管

理
で
き
な
い
又
は
管
理
者
の
特
定
が
で
き

な
い
た
め
池
に
つ
い
て
は
、
行
政
側
で
一

定
程
度
の
安
全
対
策
（
余
水
吐
け
や
樋

の
補
修
、
堤
体
の
掘
削
な
ど
）
を
講
ず
る

予
算
計
上
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
所
有
者

が
「
共
有
地
」
の
た
め
池
に
つ
い
て
、
行

政
が
必
要
な
も
の
（
治
水
施
設
・
公
園
・

他
事
業
関
連
等
）、
甚
大
な
被
害
が
想
定

さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、「
災
害
に
対

す
る
安
全
対
策
の
実
施
」
か
ら
も
土
地
の図1　現況位置図

大お
お

藤と
う

隆た
か

宏ひ
ろ

東
広
島
市
役
所
建
設
部
用
地
課
　

専
門
員

表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
登
記
及
び
管
理
の

　
　

適
正
化
に
関
す
る
法
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を
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不
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名
義
を
本
市
の
名
義
に
し
て
お
く
こ
と
が

必
要
に
な
り
ま
す
（
図
１
）。

六
、
用
地
取
得
の
概
要

今
回
紹
介
す
る
事
例
の
用
地
取
得
の

概
要
は
、
下
記
の
と
お
り

で
す
。

以
上
の
２
筆
は
、
表
題

部
所
有
者
に
「
共
有
地
」

と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

下
流
域
は
、
昭
和
40
年
代

後
半
か
ら
急
激
な
宅
地
開

発
に
よ
り
、
ミ
ニ
開
発
の

団
地
な
ど
が
点
在
し
て
お

り
、
農
地
（
田
・
畑
）
が

な
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
た
め
池
が
老

朽
化
し
て
い
る
た
め
、
決

壊
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
、

下
流
域
に
甚
大
な
被
害
が

想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

本
市
に
対
し
て
、
平
成
24
年
頃
か
ら
地

元
住
民
か
ら
の
対
策
要
望
が
あ
り
、
さ
ら

に
、
令
和
３
年
に
は
、
地
元
住
民
自
治
協

議
会
か
ら
た
め
池
低
水
位
管
理
要
望
書

が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
に

対
応
す
べ
く
、
本
市
は
、
た
め
池
の
余
水

吐
や
樋
の
補
修
、
堤
体
の
掘
削
等
の
改
修

工
事
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

七
、
用
地
取
得
の
検
討
過
程

当
該
た
め
池
の
改
修
工
事
を
行
う
た

め
に
は
、
共
有
地
（
三
文
字
）
名
義
を
本

市
の
所
有
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま

ず
法
務
局
で
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
が
、

共
有
地
（
三
文
字
）
名
義
で
あ
る
こ
と
以

外
に
所
有
者
に
関
す
る
情
報
は
得
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
令
和
３
年
４
月
か
ら
地
元

古
老
を
中
心
に
土
地
の
調
査
を
行
っ
た
と

こ
ろ
、た
め
池
用
地
は
共
有
地
（
三
文
字
）

名
義
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
古
く
か
ら

農
家
で
水
利
を
必
要
と
す
る
者
同
士
が

管
理
占
有
を
行
っ
て
お
り
、
地
域
の
「
総

有
財
産
」
と
し
て
の
認
識
を
持
っ
て
い
る

こ
と
、
そ
の
一
方
で
、
地
元
に
地
縁
と
し

て
の
位
置
づ
け
さ
れ
た
団
体
、
水
利
組
織

を
編
成
し
た
水
利
組
合
は
存
在
し
な
い
こ

と
が
判
明
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
た
め
池
は
、
土

地
所
有
者
及
び
管
理
者
の
存
在
が
な
く
、

「
所
有
者
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

土
地
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
令
和
２
年
11

月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
「
表
題
部
所
有

者
不
明
土
地
の
登
記
及
び
管
理
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
設
け
ら
れ
た
「
新
た

な
財
産
管
理
制
度
」
を
適
用
す
る
た
め
、

法
務
局
が
委
嘱
し
て
い
る
●
●
弁
護
士
と

協
議
を
行
い
ま
し
た
。

八
、
用
地
取
得
に
向
け
て
の
取
組
状
況

※
取
組
状
況
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
フ

ロ
ー
図
の
と
お
り

九
、
お
わ
り
に

近
年
の
天
候
不
順
（
集
中
豪
雨
の
頻

発
性
）
か
ら
下
流
域
の
住
居
に
浸
水
等
の

被
害
が
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
災

害
対
策
を
施
す
緊
急
性
は
極
め
て
高
く

な
っ
て
い
ま
す
が
、
管
理
者
（
た
め
池
所

有
者
で
あ
る
個
人
。
以
下
同
じ
）
に
よ
る

対
策
は
現
実
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
災

害
対
策
を
行
わ
な
い
ま
ま
管
理
者
が
管

理
を
継
続
し
た
場
合
、
集
中
豪
雨
等
の

災
害
が
発
生
し
た
と
き
に
は
、
管
理
者
は

管
理
責
任
を
問
わ
れ
る
事
態
も
想
定
さ

れ
ま
す
。

本
事
例
は
、
公
共
事
業
に
基
づ
く
適

切
な
災
害
対
策
を
講
じ
た
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
管
理
者
の
負
担
を
軽
減

さ
せ
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
の
安
全
な

暮
ら
し
を
守
る
観
点
か
ら
も
、
地
域
の
発

展
に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。最

後
に
、
全
国
の
初
の
事
例
と
い
う
こ

と
も
あ
り
、
苦
労
す
る
面
も
多
々
あ
り
ま

し
た
が
、
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
関
係
者

を
は
じ
め
、
関
係
機
関
の
皆
様
に
本
誌
面

を
お
借
り
し
て
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
と
と
も
に
、本
事
例
が
、

今
後
の
公
共
事
業
に
お
け

る
用
地
取
得
等
に
大
い
に

参
考
に
な
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

（
２
０
２
３
年
２
月
受
稿
）

用地取得に向けての取組状況

用地取得完了及び一連事務完了後の登記全部事項証明書
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